
利用者視点を踏まえた ICT サービス係る諸問題に関する研究会 第７回会合 

議事要旨 

 

１ 日時 平成２２年９月７日（火）10:00～11:00 

２ 場所 総務省８階 第１特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

 ○構成員 

   相田構成員（座長代理）、岡村構成員、木村構成員、清原構成員、桑子構成員、 

長田構成員、藤原構成員、別所構成員、堀部構成員（座長） 

  （欠席：國領構成員、野原構成員、松本構成員） 

 ○総務省 

  内藤総務副大臣、 

  小笠原総務審議官、桜井総合通信基盤局長、原口電気通信事業部長、 

  前川総合通信基盤局総務課長、古市事業政策課長、 

  鈴木消費者行政課長、大村消費者行政課企画官、 

  松井消費者行政課課長補佐、中村消費者行政課課長補佐、長瀬消費者行政課課長補佐、 

  村田消費者行政課課長補佐、久保田消費者行政課課長補佐 

 

４ 議事 

 （１）開会 

 （２）内藤総務副大臣挨拶 

 （２）議題 

  （ア）第２次提言後の動きと今後の検討課題について 

  （イ）新たなＷＧの設置について 

  （ウ）その他 

 （３）閉会 

 

５ 議事要旨 

（１）（ア）第２次提言後の動きについて 

 第 2 次提言後の動きについて事務局から説明が行われた。これに対する主なやりとりは

以下のとおり。 

（長田構成員） 

 ○ ライフログの検討においては、プライバシーの問題を議論していった。DPI 技術を用

いた行動ターゲティング広告については、総務省の見解とは異なる報道もされたところ。

この問題は、引き続き目を離してはいけないもので、今後も検討の場が必要である。現

状では、この研究会以外にはその場がないと考えている。本件の検討も忘れないで欲し



い。 

（座長） 

○ 本件については、この場で意見交換していきたい。 

 

・ その後、座長より、CGM に関する要請について、第二次提言で検討された CGM に関

する年齢認証の確実化について、その取組を迅速に進めるよう、携帯電話事業者及び

CGM 事業者に対し、要請を行って欲しい旨の要望があった。 

・ これに対し、事務局から、民間による自主的な取組として迅速に進める必要があり、現

在、事業者には個別に取り組んで貰っているものの、携帯電話事業者と CGM 事業者の

双方が検討する場を設けるよう要請を行う方向であると発言があった。 

 

 

（１）（イ）今後の検討課題について 

  本研究会における今後の検討課題について事務方から説明を行った。主なやりとりは

以下のとおり。 

（岡村構成員） 

○ 迷惑メール対策について。法制度の面では、オプト・イン規制が導入され、行くとこ

ろまで行っており、法執行がより重要。 

○ 今後の検討について１点指摘したい。現在、特定商取引法と迷惑メール法の２本柱に

なっている点で、特定商取引法においては、オプト・インに反した者に対する直罰があ

り、バランスが悪く、迷惑メール法の規定とちぐはぐになっているのが良く分からない。 

（清原構成員） 

○ 青少年インターネット利用環境整備法について。スマートフォン等インターフェース

の開発・向上が目覚ましい中、青少年利用者の対策については、着実に民間主導の取組が

進展し、地方でも各種方面と協働してリテラシー教育等を推進しているところ。その中で、

今回、取り上げた課題は良く整理されている。とりわけ、フィルタリングの対策は、保護

者への教育の推進が重要であると考える。これは、今後、文科省が推進しているデジタル

教材の導入を踏まえると、ICT の利用がネガティブな面だけを持つものではなく、良い面

も含めて保護者に理解していって貰う必要がある。 

○ 電気通信サービス利用者について。先の「電気通信利用者サービス懇談会」の提言に

おいて、苦情処理、紛争処理機能（ADR）の強化が打ち出されており、自主的な ADR に

向けた具体的な形を示すことが必要ではないか。検討課題には列挙されていないが、今後

の検討課題に加えていただきたい。 

（２）４WG の設置について 

本研究会のもとに、新たに４つの WG の設置について事務局より説明があった。これ

を踏まえ、座長によりこれらの設置及び各主査の選任について提案があり、構成員の同



意により設置及び主査の選任が承認された。これに対する主なやりとりは以下のとおり。 

 

（清原構成員） 

○ 内藤副大臣へ意見を伺いたい。迷惑メール法など個別の法律の改正・補強が行われる

可能性が示されたが、その一方で、通信・放送融合法という包括的な法が設置される

方向で議論もされている。他の法律との関係や包括的にやるのか個別にやるのかなど、

それぞれのタイミングやその見取り図としてどのようなイメージを抱いておられるの

か。 

（内藤副大臣） 

○ 本研究会での今後の検討課題は、消費者保護・利用者保護の観点から法改正も含めて

早急に対応すべきもの。その一方で、通信・放送融合法は、現在の環境を全てを整理

されているものではなく、あくまでも第一歩に過ぎない。サービス提供側も現在のと

ころ根本のところで融合は行われていない。それらを踏まえた改正法を提出したとこ

ろで、２０～３０年後には再び見直しテイク必要があると考えている。 

したがって、今回の全ての検討課題が独立的に進むのではなく、今後、しっかりと包

含した形で次ぎに進んでいきたい。 

（清原構成員） 

○ 通信・放送融合法は進めていっていただきたい。４ＷＧについて、利用者視点をしっ

かりと踏まえて検討していくという力強い回答を得られて安心している。 

（内藤副大臣） 

○ 法改正・環境整備が完了するまでしっかりとやらせていただけるよう力添えをいただ

きたい。 

（座長） 

○ ４ＷＧで検討したものを親会で総合的に取り組んでいきたいと考えている。 

（相田構成員） 

○ 迷惑メール対策の検討について。海外からのメールが圧倒的に多いとのことであるが、

これをＷＧで検討するとなると、非常に息の長い議論となる。時期通常国会への提出

に拘らずに検討していただきたい。 

（事務局） 

○ 法律関係以外の検討については、１２月の結論に縛られることなくじっくり検討して

いきたい。 

 

（３）その他（４ＷＧに関する今後の進め方について） 

 座長より、今後の進め方について以下のとおり提案があり、構成員の同意により承認さ

れた。 

○ 各ＷＧの構成員は現在、各主査・事務局とも相談しながら人選中であり、最終的なメ



ンバーリストは事務局から連絡する。 

○ 第 2 次提言までは、親会メンバーにも「顧問」として適宜参加いただいたが、今回は

同じメンバー間で議論を進めていくことが望ましいことから、親会の構成員でＷＧへ

の参加をする場合は、速やかにその旨申し出ること。 

○ 各ＷＧは原則公開とし、議事要旨も公表することとする。ただし、各ＷＧの議論の中

で公開・非公開の判断が必要となった場合は、各ＷＧの主査の判断に委ねる。 

 

------------------------------------------------------------------------- 

・最後に内藤副大臣から次の発言があった。 

（内藤副大臣） 

○ ＩＣＴは日進月歩で進んでいるものであり、数年前の結論が今日妥当であるとは限ら

ない。今回の検討課題についても、新しい枠組みでの取組が必要となっており、一度

オールクリアにしてゼロベースで見直していくことも必要かと考えている。 

 

以上 


